
西東京剣道連盟 国民スポーツ大会(成年男子の部:先鋒・次鋒・中堅)予選会 要項 

 

１ 主  催  西東京剣道連盟 

２ 日   時  令和６年３月１０日（日） 午後１時受付 ２時開会 

３ 場   所  くにたち市民総合体育館（国立市富士見台２丁目 48-1） 

※駐車場には限りがありますので乗り合わせてください。 

また、公共交通機関をご利用ください。 

４ 選考部門  申込可能年齢 【各部門、以下の(1)～(3)の間に出生した者】 

(1) 先鋒の部 平成１１．４．２～平成１８．４．１ 

(2) 次鋒の部 平成 元．４．２～平成１１．４．１ 

(3) 中堅の部 昭和５４．４．２～平成 元．４．１ 

５ 参加資格  (1) 日本国に国籍を有する者であるとするが、「出入国管理及び難民

認定法」に定める在留資格のうち「永住者」（日本国との平和条

約に基づき日本の国籍を者等の「出入国管理に関する特例法」

に定める「特別永住者」含む）は、参加することができる。ま

た、これ以外でも一定の条件を満たしていれば参加することが

できるので、西東京剣道連盟へお問い合わせいただければ東京

都剣道連盟に照会します。 

(2) 東京都内に住民登録されている居住者または在勤する者で、西東

京剣道連盟登録会員であること。(未登録者は、申込期日までに

登録手続きを完了すること。) 

(3) 「ふるさと選手制度」が設置され、出身中学・高校の都道府県か

ら参加できます。本制度の適用については日本スポーツ協会への

登録が必要となりますので、西東京剣道連盟へお問い合わせいた

だければ、東京都剣道連盟に照会します。 

        (4) 東京都剣道連盟予選会に出場した者は、他の道府県の国民体育

大会予選会に出場することはできない。 

６ 参 加 料  1名につき １,６００円（振込先は振込通知書に記載のとおり） 

７ 申込方法  別紙申込書に３部門を一括して記載し申し込んでください。 

８ 申 込 先  〒190-0022立川市錦町 1-8-14 鈴木ビル 2F-201 西東京剣道連盟 

メールアドレス：ntk-office@cap.ocn.ne.jp 

 TEL 042-540-0011 FAX 042-512-7330 

９ 申込期限  令和６年２月２０日（火）必着 

10 選考人数  成年男子３部門（先鋒・次鋒・中堅）合計で２０名を選考する。 

なお、リーグ数により会長推薦で選考する場合もある。 

11 選考方法  リーグ戦（勝者：１点、引き分け：０.５点、敗者：０点）により各 

リーグの取得点数の多い第１位の者を選考する。 

12 組 合 せ  部門ごとに本予選会当日の受付で先着順に抽選を行い決定する。 

なお、同一団体から複数人出場がある場合は、できるだけ別リーグと

なるよう抽選リーグの選択ができる。ただし、残リーグに選択の余地

がない場合もある。 
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13 試合方法  (1) 全日本剣道連盟剣道試合・審判規則と同細則および主催大会実

施にあたっての感染拡大予防ガイドライン（新型コロナウイル

ス感染症が収束するまでの暫定的な試合・審判方法）に記載の

試合方法、ならびに本予選会要項に準じて行う。 

    (2) 試合時間は４分、３本勝負とする。時間内に勝敗が決しない場

合は引分けとする。 

(3) リーグ終了後、同一勝ち点になった場合は順位決定戦を行う。 

順位決定戦は１本勝負とし時間を区切らず勝敗の決するまで 

行う。 

14 竹刀計量  竹刀計量は行わない。ただし、剣道試合・審判規則第３条、剣道試

合・審判細則第２条に定める竹刀とする。 

15 個人情報  申込書に記述される個人情報(所属団体、称号、段位、漢字氏名、生 

  保護法へ  年月日、年齢）は西東京剣道連盟が実施する本予選会運営のために 

の対応   使用することがある。 

        なお所属団体名、氏名、年齢等の最小限の個人情報は必要の都度、

目的に合わせ公表媒体(本選考会プログラム、掲示用紙等)に公表す

ることがある。(以上を申込者に周知して下さい。) 

16 そ の 他  (1) 出場者は所属団体名と姓を明記した名札をつけること。 

        (2) 試合時には面マスク又はマウスシールドを着用すること。 

(3) 靴入れ用の下足袋を持参すること。 

(4) 大会中の事故に対して（大会会場への往復途上含む）傷害保険に 

加入しています。また、大会実施中は有資格者による応急処置を 

行います。 

(5) 申込後に事故等で出場不可能になった場合は、直ちに西東京剣道

連盟事務局まで連絡すること。 

 


